
    無 線 局 運 用 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 案 新 旧 対 照 条 文 
○ 無 線 局 運 用 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 七 号 ） 

（ 傍 線 部 は 改 正 部 分 ） 

改 正 案 現 行 

（ 遭 難 自 動 通 報 局 の 無 線 設 備 等 の 機 能 試 験 ） （ 遭 難 自 動 通 報 局 の 無 線 設 備 等 の 機 能 試 験 ） 

 第 八 条 の 二 遭 難 自 動 通 報 局 （ 携 帯 用 位 置 指 示 無 線 標 識 の み を 設 置 す

る も の を 除 く 。 ） に お い て は 、 一 年 以 内 の 期 間 ご と に 、 別 に 告 示 す る

方 法 に よ り 、 そ の 無 線 設 備 の 機 能 を 確 か め て お か な け れ ば な ら な い 。 

 第 八 条 の 二 遭 難 自 動 通 報 局 に お い て は 、 一 年 以 内 の 期 間 ご と に 、 別

に 告 示 す る 方 法 に よ り 、 そ の 無 線 設 備 の 機 能 を 確 か め て お か な け れ

ば な ら な い 。 

 ２ （ 略 ）  ２ （ 略 ） 

（ 遭 難 通 報 等 を 受 信 し た 海 岸 局 及 び 船 舶 局 の と る べ き 措 置 ） （ 遭 難 通 報 等 を 受 信 し た 海 岸 局 及 び 船 舶 局 の と る べ き 措 置 ） 

第 八 十 一 条 の 七 海 岸 局 及 び 船 舶 局 は 、 遭 難 呼 出 し を 受 信 し た と き は 、

こ れ を 受 信 し た 周 波 数 で 聴 守 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。 

第 八 十 一 条 の 七 海 岸 局 及 び 船 舶 局 は 、 遭 難 呼 出 し を 受 信 し た と き は 、

こ れ を 受 信 し た 周 波 数 で 聴 守 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。 

２ 海 岸 局 は 、 遭 難 通 報 、 衛 星 非 常 用 位 置 指 示 無 線 標 識 の 通 報 、 捜 索

救 助 用 レ ー ダ ー ト ラ ン ス ポ ン ダ の 通 報 、 捜 索 救 助 用 位 置 指 示 送 信 装

置 の 通 報 、 携 帯 用 位 置 指 示 無 線 標 識 の 通 報 又 は 航 空 機 用 救 命 無 線 機

等 の 通 報 を 受 信 し た と き は 、 遅 滞 な く 、 こ れ を 海 上 保 安 庁 そ の 他 の

救 助 機 関 に 通 報 し な け れ ば な ら な い 。 

２ 海 岸 局 は 、 遭 難 通 報 、 衛 星 非 常 用 位 置 指 示 無 線 標 識 の 通 報 、 捜 索

救 助 用 レ ー ダ ー ト ラ ン ス ポ ン ダ の 通 報 、 捜 索 救 助 用 位 置 指 示 送 信 装

置 の 通 報 又 は 航 空 機 用 救 命 無 線 機 等 の 通 報 を 受 信 し た と き は 、 遅 滞

な く 、 こ れ を 海 上 保 安 庁 そ の 他 の 救 助 機 関 に 通 報 し な け れ ば な ら な

い 。 

３ 船 舶 局 は 、 遭 難 通 報 、 衛 星 非 常 用 位 置 指 示 無 線 標 識 の 通 報 、 捜 索

救 助 用 レ ー ダ ー ト ラ ン ス ポ ン ダ の 通 報 、 捜 索 救 助 用 位 置 指 示 送 信 装

置 の 通 報 、 携 帯 用 位 置 指 示 無 線 標 識 の 通 報 又 は 航 空 機 用 救 命 無 線 機

等 の 通 報 を 受 信 し た と き は 、 直 ち に こ れ を そ の 船 舶 の 責 任 者 に 通 知

し な け れ ば な ら な い 。 

３ 船 舶 局 は 、 遭 難 通 報 、 衛 星 非 常 用 位 置 指 示 無 線 標 識 の 通 報 、 捜 索

救 助 用 レ ー ダ ー ト ラ ン ス ポ ン ダ の 通 報 、 捜 索 救 助 用 位 置 指 示 送 信 装

置 の 通 報 又 は 航 空 機 用 救 命 無 線 機 等 の 通 報 を 受 信 し た と き は 、 直 ち

に こ れ を そ の 船 舶 の 責 任 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。 

４ ～ ６ （ 略 ） ４ ～ ６ （ 略 ） 



第 八 十 二 条 の 二 携 帯 用 位 置 指 示 無 線 標 識 の 通 報 又 は 航 空 機 用 救 命 無

線 機 等 の 通 報 を 受 信 し た 船 舶 局 は 、 直 ち に 海 上 保 安 庁 の 無 線 局 に そ

の 事 実 を 通 報 す る も の と す る 。 た だ し 、 そ の 必 要 が な い と 認 め ら れ

る 場 合 は 、 こ れ を 要 し な い 。 

第 八 十 二 条 の 二 航 空 機 用 救 命 無 線 機 等 の 通 報 を 受 信 し た 船 舶 局 は 、

直 ち に 海 上 保 安 庁 の 無 線 局 に そ の 事 実 を 通 報 す る も の と す る 。 た だ

し 、 そ の 必 要 が な い と 認 め ら れ る 場 合 は 、 こ れ を 要 し な い 。 

（ 遭 難 通 報 等 を 受 信 し た 航 空 局 の と る べ き 措 置 ） （ 遭 難 通 報 等 を 受 信 し た 航 空 局 の と る べ き 措 置 ） 

第 百 七 十 一 条 の 三 （ 略 ） 第 百 七 十 一 条 の 三 （ 略 ） 

２ ～ ４ （ 略 ） ２ ～ ４ （ 略 ） 

５ 航 空 局 は 、 衛 星 非 常 用 位 置 指 示 無 線 標 識 の 通 報 、 携 帯 用 位 置 指 示

無 線 標 識 の 通 報 又 は 航 空 機 用 救 命 無 線 機 等 の 通 報 を 受 信 し た と き

は 、 直 ち に こ れ を 航 空 交 通 管 制 の 機 関 に 通 報 し な け れ ば な ら な い 。 

５ 航 空 局 は 、 衛 星 非 常 用 位 置 指 示 無 線 標 識 の 通 報 又 は 航 空 機 用 救 命

無 線 機 等 の 通 報 を 受 信 し た と き は 、 直 ち に こ れ を 航 空 交 通 管 制 の 機

関 に 通 報 し な け れ ば な ら な い 。 
  附  則 

 こ の 省 令 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

 


